
１. 誰でも会員になれます。

２.  申込書は自治研センター事務局にあり

ます。会費は個人会員月 1,000 円、賛助会

員月 700 円のどちらかを選び、１年分を

そえてお申しこみください。

３.  詳細は自治研センター事務局

☎ 045（251）9721へご連絡ください。

１.  自治研センターの「自治研かながわ月報」

が送られます。

２.  「月刊自治研」（自治労本部自治研推進委

員会発行・Ａ５版・80 ページ程度・定価

822 円）が毎月無料で購読できます。

３.  自治研センターの資料集が活用でき、

調査研究会などに参加できます。
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 編集後記

　地方自治法施行70年を控えた5月2日に複数の新聞が、高知県の大川村で「町村総会」の設

置を検討していることを報道した。「町村総会」は、町村に限り条例で｢議会をおかず、選挙権

を有するものの総会を設けることができる｣という地方自治法第94条の制度であるが、これま

での運用事例は1950年代の旧宇津木村（東京・八丈小島、現八丈町）のみであった。大川村は

人口約400人、高齢化率が約44％の自治体で、2年後に予定される村議会議員選挙の立候補者

不足が見込まれるため、村議会を廃止し町村総会を設置することを検討し始めたようである。

　1997年地方分権推進委員会の第2次勧告では、小規模町村の地方自治の一つのあり方として

条例で町村総会への移行ができることについて国が周知するよう提言をしていたが、「平成の大

合併」推進の波はそうした提言をかき消してしまった。「地方創生」に象徴されるように、とか

く中央集権的な政策の押し付けが目立つ今日、地方から動き出した取組みとして、大川村の今

後に注目していきたい。
 

（谷本有美子）

巻頭言
　5月22日「共謀罪」は、衆議院で強行的に採決され、法案は参議院に送られました。

多くの人が指摘しているように、この法律は治安維持法の再来であると感じざるを得

ません。

　生活綴方運動は、子どもたちに生活の事実を綴らせる中で、ものの見方・考え方・

感じ方・生き方を育てようとするために、1930年代以降、全国に広がっていった地域

的サークル的運動です。ここでの教育論は、第二次世界大戦後、作文教育・社会科教

育に連なるものとなっていきます。

　この運動は地域のサークル機関誌の発行もあり、全国的な教育雑誌においても大き

な紙面に取り上げられていきます。その影響力に大きな危機感を持った当時の特高警

察は、1940年代に入ると東北地方を皮切りに、「綴方の教育にことよせて、貧困と矛

盾に目覚めさせ子供たちを革命戦士に育てるための教育云々」と、この運動をフレー

ムアップします。その結果、治安維持法違反によって全国（北海道・秋田・山形・青森・

福島・岩手・茨城・東京・新潟・鳥取など）の現職小学校教員約500人が検挙される

事件となります。この事件の歴史的な検証は行われており、事実があっての弾圧とい

うよりも、事件を作り上げることが優先されていた事件であったことが戦後、証明さ

れています。教職員組合運動ではなく、教育研究サークルさえも取り締まりの対象と

なったのです。

　この事件以降、学校現場では、「撃ちてし止まん」とする戦意高揚をめざすスローガ

ン的な教育が蔓延し、「非常時の教育」「決戦体制下の教育」と、教育は「国がとった

戦時体制の一翼」をになうことになっていくのです。

　今回話題となった教育勅語の復活について言えば、勅語の本質は、国民としてでは

なく「臣民」として、すべての事柄の最優先として、「一旦緩急アレハ義勇公ニ奉シ以

テ天壤無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ」が掲げられていることにあるのです。憂慮すべき事

柄が発生すれば、「義勇」を持ってして、「皇運」に役立つことを誓っているのです。

　特定秘密法・安全保障関連法の強行成立に加えての、今回の共謀罪の成立強行を見

れば、まさに、これまで述べてきたことは、「遠い過去」ではなく、「歴史は繰り返す」

という教訓を目の当たりにさせるものです。私たち教職員は改めて、「教え子を再び戦

場に送らない」という決意を固めざるを得ないのです。
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 2017 年 4 月 21 日神奈川県地域労働文化会館において、神奈川県地方自治研究センター2017 年

度第１回地方分権システム研究会が開催され、公益財団法人地方自治総合研究所主任研究員の今井 

照氏より「市町村合併がもたらした自治の課題―平成の大合併に学ぶ―」をテーマにご報告いただ

いた。本稿は、その報告内容をもとに編集部で原稿案を作成し、今井氏が加筆・修正したものであ

る。 
 
はじめに 

 
初めに最近の活動からお話しします。今年

3 月に、1999 年から 18 年間勤めた福島大学

を退職しました。退職直前の半年間に上梓し

た「退職 4 部作」（※注１）は、今日の話

にも大きく関わっているので、まずそこから

話を始めます。 
この 3 月から 4 月にかけて東京電力福島

第一原子力発電所の苛酷事故に伴う避難指示

の解除が順次行われています。2020 年東京

五輪をメルクマールとして国が原発事故をな

かったものにするような動きをしている中で、

被災者の人たちに対する切捨てと言っていい

ような対応が国と福島県庁によって行われて

いる。これに対して自治体が抵抗できないど

ころか、それに同調しているのではないかと

いう批判の声が、避難者や支援者の方々から

私のところにも数多く寄せられています。

「これまで地方自治や地方分権と言ってきた

くせに、自治体は何もできていない。県庁や

国の言うままではないか」と。確かにそう言

われてもしかたない現状があります。 

町長や職員たちに個別に聞くとそれなりに

問題意識はあるのですが、それが自治体とし

て表現できていない。まして福島県庁は、誰

から見ても批判されるような状況になってい

て、地方自治が本当に機能しているのか、と

いう話が私の周囲にも渦巻いています。 
そういう問題認識が、今年 2 月にちくま

新書から出した『地方自治講義』を書く大き

なモチベーションになっています。自治体と

は一体何だったのか。地方自治法ができてか

ら 70 年経って、いったいどうしてこうなっ

てしまったのかという問題意識です。 
本を書くうちに突き当たったのは、日本の

2017 年度第 1 回地方分権システム研究会（2017 年 4 月 21 日） 

 

市町村合併がもたらした自治の課題 

―平成の大合併に学ぶ― 

 

公益財団法人地方自治総合研究所 主任研究員 今井 照 

報告中の今井氏 
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地方自治がこうなってしまった大きな と

して、市町村合併があったからではないかと

いうことです。 治 から、 り し、 り

し市町村合併が行われてきたのは、

に見ても な事 です。もちろ ー

にも合併の がないわけではないですが、

こ なに何度も国 としての合併 動が 開

され、その として、これ ど大 な

自治体ができあがってしまった はない。 
日本の自治体がな 合併を り すのか、

そこに日本の地方自治が 分に機能しない何

か大きな問題 があるのではないか。確かに

市町村合併は国 によって されるのです

が、そもそも日本の近 な自治体 度の出

発 が市町村合併を 容するものだったとい

うことが、日本の地方自治を めてきたので

はないかと最近、 い始めています。 
 

合併 の  

 
は私にとって市町村合併というテーマは、

福島に 任してから突き当たったものです。

その前に勤めていた大 所では、市町村

合併はあまり現 な話ではなかったので、

福島に行った当初の私は、市町村合併に

ー ルな でした。もし福島の市町村が

合併を とするなら 、それはいいかもし

れないし、そうでなけれ めた うがいい

かもしれない、という です。ただし、現

を見ていけ いく ど、あるいは をす

れ する ど、これはまずい ないか、

市町村合併は 当まずい話ではないかと う

ようになりました。 
にもかかわらず、最 には 2005 年を

ークとする市町村合併が 国 地で こりま

した。そこでこういうことが 度とないよう

にしたい、そういう ちで合併 をしよ

うと た。 ながら神奈川県でも、いま

になってまた合併の話が きているようです

が、それは市町村合併が日本の地方自治にと

っての の であるいうことが 分に

わっていないからかもしれませ 。 
市町村合併 の として 3 を

ます。１ は合併の の 、どうして合

併が でいくのかという セスの で

す。 に言 、合併とは個々の自治体に

とっては に 合 な行動です。たと

合併すると財 がき くなります。ところ

が、な か市町村は 合 な をする。

平成の大合併が められた当 、市町村長た

ちは「これはお国のためだからし うがな

い」というようなことを言っていた。国のた

めなら自分が になってもいい、という自

な言い方で合併を する。な 、そう

いう 合 な をするのか。分権 が

わったあとなので、国と自治体は本 、対

・ 力の関 にあると言われていた。にも

かかわらず、な そういう をしていくの

かというところが、第一の の です。 
2 は合併の の です。これは合

併してこうなりましたという話で、 会学や、

財 学など、 会 学の分 ではいろいろと

行われています。地方自治の として注

するのは、合併によって自治がどう わった

のかというところです。 
3 が ス 合併 の で、日本の地

方自治 度はな 合併を 能にしてしまうの

か、な り し合併するのかという で

す。これらの合併 の に いては、

2009 年の自治総研の （※注 ）にまと

めて書いたので 照してください。 
 

合併に の  

 
さま まな からの合併 はあります

が、 本 には市 がどう しているかと

いうことでし う。 の ン ー 調 で

は、 市 の半分くらいが「何も わらな

2　自治研かながわ月報 2017年6月号（No.165）
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かった」「 かったでも かったでもない」

との回 になっています。これは て る

と当たり前で、 度の いはありますが、合

併は ず新たに中 と周 という関 を

出します。その 合、中 地域の人たちにと

って合併は、 活上の問題として と ど関

ない。 所も わらないことが多いし、

所の も わらないことが多い。だから、

合併して何かが わるということはあまり

しない。 
一方で、周 地域に 人たちは 化を切

に ることになります。ところが中 地

域と周 地域とを一 に ン ー すると、

中 地域の人たちの ームが大きいので、

大して わりはないという が半数を め

てしまうということです。これはある意 で

です。 
 
） 中 の  

島県 中市と合併した上 町の市 に

れたことがあります。 らは合併した で

これは合併が だったのではないかという

切 な 活問題と突き当たります。 
合併前の 上 町には 々町 があり、

前から と福 の のような

な が行われていて、それなりに

町の人たちの支 になっていました。ところ

が合併 の 中市は、 上 町 を市

に 合する。多 なのですが、

中市にあった市 は 神 の で、

それはそのまま っています。町 が

合されたのは 中市内にあった JA の

です。この JA の と上 町 が 合

されて新たな 中市 の になったのです。

一 によれ JA の経 のためと

されています。 
いずれにしてもその 、 町 の

やベ 数が ク と されます。こ

の問題は たして合併の問題なのかというと

なところがあり、公 の問題か

もしれない。しかし、 なくとも 上 町の

町 の人は合併に があると っている。

町 がそう っているということが です。 
中市の中 部と 上 町とは で、か

なりの を って 30 分から 1 間近くか

かる にあります。 上 町の に

人たちは、 中市内にできた 中市

よりは、 しろ 町の の うが近いの

で、 や にはそちらに行くことに

なる。何のための市 なのかということ

になります。 
 
）会 の  

新聞 は 2005 年 2010 年くらいまで、

あちこちで ン ー を っていますが、自

治体自 が合併 の ン ー を ってい

るところはめったにありませ 。福島県の会

町はその しい事 の と です。こ

こは会 町と会 本 町と新 村という

町１村が合併してできた町です。この

ン ー が 表１です。 い の部

分が な 、 い の部分が

な を表しています。中 地域は で、

そこでは「どちらともい ない」が半分、

りは な と な で半々 ら

いとなっています。しかし、周 地域の本

と新 の地域では な が な

よりも 2 から 3 になっている。新聞

の ン ー でも 国 同 ような

です。 まり、中 地域では合併による 化

をあまり意識することはありませ が、周

地域になった 市町村には合併の ン ク

が大きいということです。 
 
）合併 人 の  

県庁で合併の をしているところは な

いですがいく かはあります。どちらかとい

うと合併を く していた県庁で をし 

市町村合併がもたらした自治の課題　3
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ているところが多いようです。長 県の研究

会の報告書には、 ・ 員・職員の が

出ています（ 表 ）。ここでの とは、

出された ン ー 調 の回 で、 員と

は合併 会に 加していた人たち、職員と

は合併 会の事 をやっていた職員です。

合併の 事をしていた職員はさすがに

の うが多いですが、それでも

が一 数いるということに注 して しい

です。自らの 事を することになります。

また、 員も本 合併を していた人たち

であるにもかかわらず、 よりも

の方が い。この 報告自体は、

合併してよかったということを言いたい報告

書ですが、 ン ー を見ても、 や

会に 加していた人たちが合併に対して

な をしています。これが現 です。 
 
 

合併 の  

 
町村 長会と町村会の合併 を ク

すると、 と ど に近い で

す。たと 、町村会では「しかるに、総

の研究会のまとめた『合併の 』の報告

書は、こうした合併に対する （ さ）

の声に を さ 」「そこにある は、主

・ なものであって、 『 いら

れた』合併の を らかにしているとはい

ない」と、かなり しい調子です。町村会

とか町村 長会は合併しなかったところが多

いのに、それでもこうした しい が さ

れています。 
国 でも、最 に 主 権のときに総

が出した報告書で、 かったところもあ

るが かったところもある、と ー ル

なことを言って、この で合併は一 切り

にするという をしました。 

合併の 中  

 

合併の に （会 地 ） 

※出所 会 町総合 課『会 町 度調 報告書』（ 年 月） 

    地 は中 部、本 地 と新 地 は周 部。 

 〔出所〕会津美里町総合政策課『会津美里町住民満足度調査報告書』（2008 年 12 月）、から筆者作成

※高田地区は中心部、本郷地区と新鶴地区は周縁部。

【図表 1：合併の市民評価〔中心─周縁〕】

合併の結果について（会津美里町・地区〈旧町村〉別）

良かった

どちらかといえば悪かった

どちらかといえば良かった

悪かった

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

どちらともいえない

新鶴地区

本郷地区

高田地区

未記入
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また、平成の大合併に一 大きな を

たした国 治 の 中 氏は「やや、

やりす てしまったかなと っている」と

回 しています。 
は、第一次 内 のときの地方

度調 会で、まだまだ合併しないといけな

いと言っています。「合併したが に、

体として県庁に行かなくても できるもの

が てきた。あるいは東京まで行かなくて

もできることが てきた。地域で められ

ることが てきた」と言っている。しかし

県庁まで行かなくても できるものは何が

たのか。東京まで行かなくても でき

るものとは何か。 なくとも私の る り、

合併によってそうなったものは何 と ない。

しろ で話す 災 の話のように、合併し

たことによって、 くに行かなけれ めら

れなくなったことは、いくらでもあります。 
 

 

合併の の  

 
）人 の  

合併 の に いて、まず人 は中

地の人 が て、周 地域が っていくと

いう は 間 いないところです。 
いわき市は、 の合併と平成の合併の間

の 1966 年に新 市指 と めて合併が行

われました。いわき市は、東京 23 2 個分

の で、いわき市が合併したころには

事 も かったので、周 地域から 所のあ

る平の 会に出 するため 員は一 しなけ

れ ならなかったと言われる ど い町です。 
いわき市の周 部で人 合が最も多

いのは、 人（た と）という町でマ ス

64 にもなります（ 表 ）。こういう

ータを出すといわき市 所の人たちから「こ

れは合併のせいでなったのではない。」と

られます。いわき市の合併 40 周年 に

私の 文が され、けしから だと ら

 〔出所〕『「長崎県合併効果等研究会」報告書』2010 年 2 月、から筆者作成

【図表 2：合併の市民評価〔市民─職員〕】

評価している

あまり評価していない

ある程度評価している

評価していない

まだ評価できる時期ではない 未回答

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

職 員

委 員

住 民 5.8％ 25.0％ 34.0％ 13.9％ 15.3％ 5.9％

8.3％ 27.0％ 29.8％ 20.2％ 9.1％ 5.6％

14.9％ 40.4％ 25.4％ 9.6％ 9.6％

0.0％
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れている。もちろ 私も、大きな として

会 の 化があると っていますが、一

方で合併したことによってより多く ってい

るということも確かでし う。 
 
） スの  

県は合併を した県で、県の合併

の報告書には、合併で 県もこ なに

くなりましたという のことが書かれてい

て、たと も くなったと書いて

ある。ただ、その報告書には 体の ータも

っているのでよく見ると、 くなったとこ

ろは 9 自治体しかなく、 くなったところ

が 21 自治体もある。県庁の人は正直に ー

タを 部 せてくれるので、確かに くなっ

たところもあるが、 くなったところの う

が多いということがわかる。 
職員も たと書いてありますが、よ

く見ると 職員そのものは っている。合

併したので 職員の する が

ているだけのことです。今まで一 の大きな

市にしかいなかった が、合併し

たために、周りの 町村も めてその職員が

ることになったので、「 がりました」と

言っているわけですが、人数そのものは っ

ている。ということは中 市の人たちにとっ

ても ー スは しているはずです。たと

問回数が っているかもしれない。合

併 の報告書はいく かの県で出されてい

ますが、このようによくよく ると本当なの

かというところも あります。 
 
）地 自治 合併 の  

合併しても 町村の地域自治は る、と と

どの合併市町村で言われていた。 は

の大合併の にも同 ようなことが言われて、

財 や 度の活 などが行われまし

たが、現 では と どが している。

今回の合併では地域自治 や合併 度

が けられましたが、こちらも と ど同

ような をたどっている。たと 、

市の を ても、合併してから日を うごと

 
表  合併  人  

【図表 3：合併後の（非合併後）検証　人口】

川前

小川

三和

遠野

田
人

小名浜

平

いわき市 337,881 347,803 2.9％
70,921 99,607 40.4％
64,899 77,808 19.9％
46,731 51,444 10.1％
40,671 35,594 -12.5％
35,242 27,696 -21.4％
20,226 15,452 -23.6％
9,208 6,294 -31.6％
12,837 7,496 -41.6％
12,465 13,502 8.3％
7,054 3,617 -48.7％
5,744 2,065 -64.0％
3,483 1,410 -59.5％
8,400 5,818 -30.7％

1965年 2008年 伸び率

平
小名浜
勿来
常磐
内郷
四倉
遠野
小川
好間
三和
田人
川前

久之浜・大久
（各年の単位：人）

 〔出所〕『いわき市内地域別データファイル』各年版より筆者作成（編集部にて一部加工）
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にど ど 合 化されてなくなっていくとい

う状況にある（ 表 ）。 まり地域自治

とか、合併 とかは、本当に地域自治を

るためにやっているわけではなくて、合併

を に めるためにそういうことを言って

いるだけの話で、始まってしま ど ど

っていく。これは の大合併もそうだっ

たし、平成の大合併もそうなってきています。 
 

日 大 合併 

 
災と合併に いては『市町村合併による

災力 化』（ ル 書 ）という本

が出ています。 巻市の事 は、 災と合併

という分 で一 な事 なので して

おきます。 
巻市は 巻市が 中あたりで、その

周 の の町村と合併してできた自治体で

す（ 表 ）。 巻市の に か と

がありますが、ここは 川市で原発がある

ので合併には 加しなかった。こうやって地

を見ると関東平 のように平 部が がっ

ているように見 るかもしれませ が、

巻市と の との間には があって、

地 に言うとかなり している状 です。

一 も も ないと行けないところです。 

【図表 5：石巻市の場合】

【図表 4：合併後の（非合併後）検証　地域自治区】

水窪
地域自治区

佐久間
地域自治区

春野
地域自治区

龍山
地域自治区

天竜
地域自治区引佐

地域自治区

浜北
地域自治区

浜松
地域自治区
雄踏
地域自治区

舞阪
地域自治区

三ケ日
地域自治区

細江
地域自治区

水窪
地域自治区

佐久間
地域自治区

春野
地域自治区

龍山
地域自治区

天竜
地域自治区引佐

地域自治区
引佐
地域自治区

雄踏
地域自治区
雄踏
地域自治区

浜松西
地域自治区
浜松西
地域自治区

舞阪
地域自治区

三ケ日
地域自治区
三ケ日
地域自治区

浜松北
地域自治区
浜松北
地域自治区

細江
地域自治区

天竜区

天竜区

浜北区
浜北区

北区 北区

東区 東区
中区 中区西区

西区南区 南区

2005年合併時 2007年政令市移行時

浜松市における地域自治区と行政区の変遷

2012年地域自治区廃止

 〔出所〕浜松市ホームページより（編集部にて一部加工）

〔出所〕なんでも宮城ホームページより

石巻市
桃生町
石巻市
桃生町

石巻市
北上町
石巻市
北上町

石巻市
雄勝町
石巻市
雄勝町石巻市

（旧河南町）
石巻市

（旧河南町）

石巻市
（旧河北町）
石巻市

（旧河北町）

石巻市
（旧牡鹿町）
石巻市

（旧牡鹿町）

石巻市
（合併前）
石巻市
（合併前）
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 上にある 町の話をします。 の

災前の がこれで、それが に われ

てこういう状 になりました（ ）。この

で の上の方にある い 地は学 です

が、子どもたちは 員に されて の い

ところに避難して かっています。 
同 巻市 で、さらにここから一

たところにある大川 学 の な現 が

い を ていますが、 は今回の東日本

大 災の で学 の にある子どもた

ちが になったのは、大川 学 を除いて

一 もない。 も も福島もす て、学

の にあった子どもたちは、 が

に まれたところを めて 員が か

っています。だからこそ大川 学 の 者

の さ は り切れない。学 からたまたま

く ったり、 でいた子どもたちが

になった はありますが。 なくとも学

にある子どもたちは、今回 1 人も

者が出ていない。このことは大きな意 をも

2 分  
 災前            ⇒        災  

震災前

震災後

 〔出所〕慶応大学院生 阿部晃成氏作成資料より（編集部にて一部加工）
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っています。 まり を っているのは

などの ー ではなく、 だという

ことです。 を言うと、大人たちも子ども

たちと同 に避難していれ 、今回の 者

は だったかもしれない。 
しかし の子どもたちの はこの に

ありました。その が市町村合併です。

に避難した子どもたちは した 員とと

もに、一 たところにある公 に行

きました。 だ 、人が いていない で

すから、それだけでも 学年の子どもたちに

は大 なことです。 も もないような

状 で します。 方の が と

なって、さらに を て けを めに行き

ます。 から をいく も て 町

に り、そこから に せてもらって、 巻

市の中 部の市 所（ 員会）に けを

めに行きます。ところが 巻市の市 所も

それどころではなかった。 巻の中 部も被

を けていて、 巻市 所はその対応に

われています。 巻市 所の そのものが

してなかなか に出られない状況です。

だから合併した 地域やそこの人たちのこ

となど に っていなかった。 巻市東部

表  

 

【図表 6：石巻市の旧市町村別人口推移】

110

100

90

80

70

60
1995年 2000年 2005年 2010年

※1995年の人口を100とした場合

石巻
河北
雄勝
河南
桃生
北上
牡鹿

1995年 121,208 14,186 18,0435,840 8,990 4,765 5,891 178,923
119,818 13,407 17,9195,239 8,644 4,472 5,279 174,778
115,588 12,508 17,5224,694 8,102 4,028 4,882 167,324
112,683 11,578 16,9503,994 7,582 3,718 4,321 160,826
103,088 11,097 19,6701,021 7,460 2,430 2,448 147,214

2000年
2005年
2010年
2015年

石巻 河北 雄勝 河南 桃生 北上 牡鹿 合計

（人）
 〔出所〕国勢調査より筆者作成（編集部にて一部加工）
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の いにはこうした 地域が多発しま

す。 方がこれは だということで り

ます。その いく もの マがありますが、

最 には子 たちともども かりました。

これらのことは『NHK 言  東日本大

災 県 巻市 町 子どもたちを

れ の 援 』（2015 年 5 月 31 日

）で しく報 されました。 
町 はこのとき支所になっていま

したが、ここも で されています。研究

者の中で平成の大合併を している人は指

り数 る どしかいませ が、その中の１

人は、 町 だって に われている

から、合併をしていなくても同 だった

と言っています。しかしそれは に間 い

です。町 を のことだと いしてい

るのです。たと 町 の がなくなって

も町 の が っていれ 援の か

りになる。それは の市町村の事 を見れ

らかです。 
合併による は、発災当初だけではなく

て、 は の でより になっていま

す。 では人が でいた平地の と ど

が災 域に指 されて を てさせ

なくしていたり、あるいはち っと のと

ころは、 り をしなけれ が てられな

い地域になっている。したがって 6 年たっ

た現 でも と ど が されていませ

。その上 県が 上に 大な

を しています。この 、自治体 が

、 に行われている。 
に でいた人たちの と どが、

町の などに している状況です。

もし、ここに町 があり、そこが中 とな

って、この町をどうするかという が て

られたら、このように を い出すような

になっていただろうか。こうして の

地域とそこの人たちは合併 の 巻市 所か

ら見捨てられた状況になっています。 

巻市の 市町村別人 の の で

一 の が です（ 表 ）。確かに

合併前から人 が でいますが、さら

に合併によって ー が れしている。そ

れに加 て 災でこのような状況になってい

るので と ど に近い数 になっている

はずです。私に言わせれ これも合併の間

な の と です。 
 

地方 地方

合併 

 
平成の大合併で、自治体の意 が大き

く合併に いていった の大きなものは

「このままでいくといずれ ない」という

しでした。その で財 機があったわけ

ではない。「このままでいくとお前のところ

は ないよ」と、 に対しての 機があお

られた。だから、市町村長たちも自 を っ

て、このまま財 が しくなったら でき

ない、という に られて合併してい

ったのです。 
「地方 」の ン ーンも たような

もので、 あなたのところはやっていけな

いですよという 機 をあおって、 合をす

すめていくというやり方です。地方 か

ら まれた国 としての「地方 」ですが、

出発 は「あなたのところはいずれ ないで

すよ」という しだった。 
福島でいうと原発避難自治体にもいま同

ような 力が加わっている。「あなたのとこ

ろは人が りませ 。 やっていけるの

ですか」という しがかかっていて、町長

ベルでは「どうしよう・・・」という に

なり ある。 
は、人 そのものは くない話

です。自治体の中には 1 人の町もあるし、

1000 人の町もある。地方財 度が機能し

ている り、人 そのものはそ なに問

10　自治研かながわ月報 2017年6月号（No.165）
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題ではない。 なくとも地方自治の関 者の

間ではそういうことを 識にしなけれ いけ

ない。そうではなくて、人 や地域の に

合わないことをすれ しますよという話

なのです。1 人の町が 5 人 の行 を

やったら、それは するということであっ

て、そこに問題が るのです。人 そ

のものが問題ではない。 大なことをするか

ら するのです。 
は原発避難自治体の多くがそういう状況

になり ある。国からお がど ど くる

ので、ど ど 化しなけれ いけない。何

かを てたり、どこかを開発したり、何かを

したりしなけれ ならない。 所は

化のために大 な状況にある。だけど、そ

れが にとってどうなのかということが問

題です。避難指示を解除しても 1 くらい

しか人が らない町に、 大な ー を

してどうするのか。それは 対、 、

を うことになり、自分で自分の を め

ていく。 
さらに言 、地域経 とか、地域活 化

ということが本当に自治体の 事なのか、と

いうことに私は最近、 問を ち始めていま

す。い の から地域活 化が、市町村

ベルの自治体の 事になったのか。もちろ

それ れの地域の によって、現 の

を てるということはありうる話ですが、

い の からか、地域経 が るのは自治

体の 任だということになり、 を「

」することが自治体の 事になってしまっ

た。国 の 任がい の間にか自治体に

されている。だから、市町村は れと ら

れ、 な をして、自分の を めてい

く。このような を地方自治の中で

できないと、ますます地方自治を力のないも

のにしてしまう。そういう があります。 
 

 

に 

 
最 に、な このように合併を 能にする

自治体になってしまったのかという に

ります。 学者の 作さ は、『町村

合併から まれた日本近 』（講 ）で、

「行 学者や 治学者は、「同 状の

を前 としながら、・・・それ れの にど

のような事 を り当てるのが合 かとい

う問いを て・・・」ているが、これは本当

なのかと書いている。そういう が私たち

に かけられている。 
市町村合併や原発避難自治体のことを

ながら ったことは、本 自治体とはどうい

うものだったのかという問いです。たと

福島の村 のようなところは、 市のよ

うな大 市の職員が見るともどかしいところ

もいっ いあると う。しかし村 の 関

を っていくと、 部で 50 人くらいの職員

が一 にこちらを見ます。そこで村 の人は

たと のことを聞きたいとしても、

まずは り合いの 課の職員のところに行

って する。まさに総合 です。こうい

うことは東京にいるときはわかりませ でし

たが、体 するとこれこそが自治体の原 で

あり、出発 だと った。これを 市 所

でもやれとは言わないが、それこそが自治体

の原 だという がしたのです。 
『地方自治講義』で書いたように自治体に

は 3 の がある。一 は地 の とし

ての自治体。 市はここからここまで、と

いう地 があって、何々 の何とかという町

の何 地というのがあって、それが を出

すときの 所になる。これがおそらく 間一

の自治体の メー だと う。 
2 は、人の集合体としての自治体です。

たと 近 の村には がない。人の集合

体として村があって、人の でいる地域が

村になる。近 の地 を見ると があ

市町村合併がもたらした自治の課題　11
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るのは、たと 国という国 で、村

とか のような 治 には も もあ

りませ 。今の国 国 にとって は

に な ですが、自治体の原 にはそ

れがない。 
3 が地域の 治・行 としての

です。 
こういうことを 調するのは、6 年前にこ

こ神奈川自治研センターの講 でお話しした

ように、福島から 国 地に避難している

方々がたくさ いるのですが、福島県庁は福

島県という の中にいる人だけを県 だと

っているらしく、県 に避難している人を

切り捨てようとしているかのように見 るか

らです。もし、人の集合体としての自治体と

いう を 解していれ 、たと 東京に避

難しても、その人たちもまた福島県 ですか

ら、福島に でいる福島県 と同 ように

行 ー スを行うし、自治の主 としての

権 とか義 も るはずなのですが、どう

もそういう に っているようには ない。

自治体の がずれている。 
もちろ 近 化された現 、近 のような

自治体に せというわけにはいかない。しか

し自治体の原 は人の集団です。現 でもこ

ういうことを 調していく があると

ています。 
 
 
 
 
※注１ 
『福島 ン ス ー ― 職員が見た原

発避難と 災 』公人の 、2016 年 
『原発被災地の シ ・ ン ン 』

公人の 、2016 年 
『 解よくわかる地方自治のしく 第 5 次

』学 書 、2017 年 
『地方自治講義』ちくま新書、2017 年 

※注  
「市町村合併 研究の 」『自治総研』

（2009 年 11 月 ） 
 
 

文  
作『町村合併から まれた日本近 』

講 、2013 年 
益 治編 『市町村合併による

災力 化 東日本大 災で した

』 ル 書 、2013 年 
国町村会『「平成の合併」をめ る と

』2008 年 10 月 
総 『「平成の合併」に いて』2010 年

3 月 
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小田原市と南足柄市が、2016 年 10 月 21 日に「小田原市・南足柄市『中心市のあり方』に関す

る任意協議会」（以下、「任意協議会」と表記。）を発足させ、2 市合併を想定しながら県西部に

おける中心市のあり方について検討をすすめている。任意協議会では、2017 年度下半期に協議結

果を公表し市民意向を把握するスケジュールを前提に、2017 年 8 月までの協議内容とりまとめを

予定しているが、すでに「合併の方式」や「合併の時期」等についての想定が会議了承されたこと

もあり、本号では 5 月までの約 7 ヶ月間に検討されてきた内容等を整理し、その動向を解説する。 
 
 

 
小田原市と南足柄市による合併を視野に入

れた協議は、いわゆる「平成の大合併」が推

進された時期に行われた県西部 2 市 8 町に

よる合併検討に端を発している。そこでまず、

当時の経緯から振り返っておきたい。 
 

小田原市と南足柄市を含めた県西地域の２

市８町（中井町・大井町・松田町・山北町・

開成町・箱根町・真鶴町・湯河原町）では、

2007 年 2 月 8 日に「県西地域市町合併検討

会」を発足させ、約 1 年の調査・研究を行

った後、「県西地域市町合併に関する検討報

告書」をまとめている。 
この報告書には、合併により「日常生活の

利便性が向上する」「専門的かつ高度な行政

サービスが可能になる」「重点投資による基

盤整備が行いやすくなる」「広域的視点に立

ったまちづくりが可能になる」「行財政の効

率化が図られ、行財政基盤が強化される」と

いう５つのメリットが掲げられ、中核市をめ

ざすという将来像が描かれていた。 
当時の 2 市 8 町による合併検討会は、約 3

年にわたる検討を重ねたが、2005 年 4 月施

行の「市町村合併特例法（合併新法）」が期

限切れ（2010 年 3 月）を迎えるタイミング

で、合併の意味や時期をめぐる温度差もあり

「2010 年度末をもっていったん終息させ

る」という結論を示し、廃止された。 
その後、2013 年度にも「県西地域におけ

るこれからの基礎自治体のあり方に係る共同

研究」が行われたが、ここでも２市と他町と

の間で考え方に差異があるとの結論が導き出

されている。一方、小田原市と南足柄市は、

ここで「中心市の強化が必要であるとの共通

認識に至った」という。 
 

小田原市と南足柄市では、既述の「中心市

の強化が必要」との共通認識にもとづき「安

定的な行政サービス提供体制の構築を図る方

策を見出す」ため、2014 年度に「県西地域

小田原市・南足柄市による「２市合併」任意協議会の動向
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における中心市のあり方研究」を開 した。

ルですすめられた研究は「2 市が合

併を し、スケールメリットを生かした行

政サービスの提供を可能とする体制を備えた

上で、 域内に新たな 関係を構築するこ

とが ましい」との結論を 市 に報告した。 
2015 年度に入ると 2 市は「県西地域の中

心市のあり方に関する 2 市 会」で意見

を重ね、2015 年 12 月 18 日に「中心市

のあり方に関する協議」を行うことで合意、

協議 の 方 等についても 2016 年 1
月 21 日に合意が図られた後、2 月 2 日に２

市合同で記 会見を開いて「 県西地域

の中心市のあり方に関する 2 市協議会」を

すると発表した。 
 

「小田原市・南足柄市『中心市のあり方』

に関する任意協議会」は、2016 年 10 月 21
日に発足した。 構成は 33 で、内 は

行政 、議会 8 、 識 2 、自治 4 、

経 4 、 4 、 2 という 出

による構成である。会 は小田原市の

一市 、 会 は南足柄市の 平市

が める。

協議 としては、「行財政基盤強化策と

しての合併」「 限強化策としての大 市制

度の活 」「中心市と 自治体との新たな

広域 」の 3 つの ー が 定され、こ

れまで県西地域の中心的 を ってきた 2
市が 後果たす き や 認識を共 し、

これからの基礎自治体としてのあり方を検

討・協議していくとの方向性が示された。

２市では、 ・ 高 化が に

進行してこれまで おりの行政サービスの提

供が になるとの 認識を示し、合併を

経て中核市に 行し安定的な行政サービスの

提供体制を構築する、その上で 域の中心市

として 自治体との広域 を図り 可

能な 域づくりを進めていくという リ

を描いている。 

任意協議会は、2016 年 10 月から 2017 年

8 月までに の会議を開 する予定で、

2017 年度下半期に協議結果を公表し、市民

意向を把握するというスケジュールである。

2017 年 5 月末日 で 7 の会議が開 さ

れており、 ね月 1 ースで検討がすす

められている。

任意協議会の検討 については、会議資

と議 が任意協議会の ー ージに掲

されており、協議内容等を ン トにま

とめた「任意協議会 より」も発行されてい

る。以下では、任意協議会 ー ージの公

表 報を中心に、検討の要点を整理していく。

会議では、任意協議会の に関わ

る基本 （ 約、会議 、

や予 な ）と、 協議 の協議 や

「合併」「大 市制度の活 」「新たな広域

」の 協議 の検討方 が了承された。

ここでは特に「合併」の検討 的が行財政

基盤の強化にあるとして、「合併ありき」で

はないことが強調されている。「 市のこれ

までのまちづくりや な を 重しつつ、

合併した 合のスケールメリットな を

できるよう、す ての行政サービスについて

市が 等な立 で調整する」との で、

合併した 合の ミュ ー ンをしていく

という方 である。
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第 回会議（ 年 月 日）の要点

第２回会議では、協議項目とその取り扱い

区分が了承されている。ここでは、会議日時

点で 3 284 件ある２市のすべての事務につい

て、「幹事会」（両市副市長級で構成）と

「部会」（両市部長級で開催）において事前

に調整すること、任意協議会は重要事項に絞

って協議していくことが決まった。

また、議会議員の定数や在任等の取り扱い

の調査審議を付託する小委員会の設置も了承

され、8 名の委員が決定している。

第 回会議（ 年 月 日）の要点

第３回会議では「合併の方式」と「合併の

時期」が協議された。「南足柄の市域を小田

原市に編入する編入合併」の方式と、「合併

の時期を平成 32（2020）年度中とする」と

時期についての想定が了承されている。併せ

て「合併までの手続きや準備事務の時期想

定」として、2017 年度半ばまでに任意協議

会での協議を終了し、協議結果を市民に周知

した上で、2017 年度末までに市民の意向を

把握していくスケジュールが示された。

合併の方式の想定を「編入合併」とした理

由について事務局は、合併する自治体間に規

模の差がある場合に小規模な側の自治体にお

ける住民自治や行政参画を保障することが課

題となると説明している。「新設合併」では

そのデメリットや解消策を十分に検証するこ

とができないことを挙げ、編入合併を想定す

ることで小規模な側の南足柄市域に生じる課

題に焦点を当てて、その解消策を議論したい

との考え方である。

加えて、この想定理由に対する委員からの

質疑に対し、新設合併を前提とした場合の問

題点として、法人格の一斉消滅と共に特別職

員全員の失職により２ヶ月以上の「行政の空

白期間が生じる」ことを挙げ、「災害危機管

理の面からもできるだけ避けた方が」良いと

の事務局見解も示されている。

議事録によれば、南足柄市の自治会代表の

委員から「やっぱり、強いところが弱いとこ

ろを吸収合併したのだろう」というニュアン

スで住民に「捉えられてしまう」ことへの懸

念が表明されている。また、南足柄市議会議

員から選出の委員から「任意協議会でのシミ

ュレーションの方式の決定には従う」ことに

ついて議会での確認はされているとしながら

も、南足柄市議会の総意としては「新設合併

で検討をお願いしたい」との発言もある。

第 回会議（ 年 月 日）の要点

第４回会議において合併関係で協議、原案

通りで了承された主な項目はまず、都市内分

権の調査審議を付託する小委員会の設置、つ

いで「合併後の市の事務所（市役所）として

現小田原市役所本庁舎を使用する」、併せて

「現南足柄市役所本庁舎を分庁舎として活用

する」という調整方針である。

合併後の市の事務所の位置については、地

方自治法第 4 条の規定に基づき、両市の市

役所の「交通の事情、官公署の立地状況及び

現庁舎の延べ床面積等を勘案」して、現小田

原市役所本庁舎とすることが妥当としたこと、

「合併時には現状よりも職員数や事務量が増

加するため」現小田原市役所だけでは業務に

必要な執務空間を確保することが困難で、現

南足柄市役所を分庁舎として活用する必要が

あることが調整理由に挙げられている。

その他、財産の取り扱いについては南足柄

市の公有財産や地方債などの財産を新市にす

べて引き継ぐこと、施設の使用料については

一部を除き原則として現行どおりとしつつ、

それ以外の使用料等は合併時に統合したもの

となるよう調整することが了承されている。

また、農業委員の定数や任期の調整方針、

特別職の身分の取扱いについての協議も行わ

れ、常勤特別職については小田原市の例によ

小田原市・南足柄市による「２市合併」任意協議会の動向　15
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る市長 1 名、副市長 2 名、 長 1 名の調

整内 が示されている。

なお、この日の会議は に、前回（第 3
回）会議における「合併の方式」の議事 行

に関し、南足柄市の自治会代表の委員から

「 対意見が出た場合には 決の とすべ

きであった」との意見が されている。

「新設合併」を主 していた 委員が、任意

協議会会議 規 が会議の議事決定につき

「全会一 」を原則としているにもかかわら

ず、「 常に重要な」合併の方式について、

議論の れの中で決定に ったことに対し

議、併せて、 後 対意見が出た場合には決

を るべきことも 言している。

これに対し加 一会長は「基本 には論

を くして、 が一 する方向を見出して

いきたい」と し、決を ることについて

は消 な対 を示 した。

第 回会議（ 年 月 日）の要点

第 回会議では、合併関係の以 つの項

目が協議され、原案通り了承された。協議対

となったのは、 機関委員等の「特別職

の身分取扱い」、「使用料、手数料等の取扱

い」のう 手数料等の取扱い部分、「地方

の取扱い」、 会や 会 協議会等の

「公共 体等の取扱い」、「 、交付

等の取扱い」である。

この日の会議では、南足柄市の自治会代表

の委員と議会代表の委員から、協議項目以外

に「公共施設の統 合の議論」を行う必要

が問題提 され、これに小田原市の 数の委

員も関 を示している。しかし加 一会長

は「取扱いの 体についてこの場で議論をま

とめることは難しい」として、「考え方の方

向 について基本 なものを と共有」す

ることが任意協議会の役 であるとの考え方

に基づき、「合併の議論が 体 に

で めて 上にのってくる」との見解で取り

まとめている。

第 回会議の 議

4 月 25 日に開催された第 回会議につい

ては議事録の公表に っていないが、会議

料と新 から、以 の項目について協議

が行われたことが明らかとなっている。

「財産の取扱い（主に基 部分）」、「特

別職職員の身分取扱い（ 議会議員農業委員

会、及び農地 用 委員を除き 南

足柄市の特別職職員は合併の前日をもって失

職）」、「 、交付 の取扱い（両市で

に 施しているものは原則 な り統

合、一方の市の で 施しているものは

査）」、「一部事務 合等の取扱い（両市が

事務の共 理を 施しているものについて

必要と されるものを継続）」、「 行の

取扱い（基本 に小田原市の例により統一す

る方向で調整）」、「行政 機構の取扱い

（自治会 を行政 機構に位置づけ

る）」、「 シス の取扱い（両市で重

する シス については 果

にシス の統 合等を行う）」。 以上、

（）内には主な調整内 を 。

会

の第 2 回及び第 4 回の会議の要点で

言及したように、任意協議会には「議会議員

の定数及び在任等に関する小委員会」と「都

市内分権に関する小委員会」の２つの小委員

会が設置され、調査審議が付託されているの

で、以 、それ れの 要も しておく。

 議会議 の

会

「議会議員の定数及び在任等に関する小委

員会」は、第 2 回会議で設置が了承された。

議会議員に関する事項を調査審議する委員会
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で、 は、いずれも議会議 の「定

に関すること」「定 任の特例の

に関すること」「報 に関すること」である。

市議会から 4 ずつ 出されている任

意協議会の 8 で構成されており、

2017 年 2 月 24 日、4 月 14 日、5 月 12 日と

3 の会議を開 し、任意協議会 の報告内

容を りまとめている。

5 月 12 日の小 会協議資 「検討結果

報告書 」に記された検討結果には、「議

会の定 報 」について、合併後の市の

議会の 例定 を 28 とすることと、報

を合併時の小田原市議会議 の議 報 等に

定める とすること、が方 として示さ

れている。

また「議会議 の定 任特例の

い」については、「 任特例を せず、合

併時に限り、市町村の合併の特例に関する法

（以下、『特例法』という。） 8
に 定する定 特例を することとし、

このことに い 行される において

は、同法 8 2 の 定により、 入

される市の 域に を けることとす

る」との方 である。

体的には、合併時に南足柄市の 域を

として定 の が 行され、

この で合併後の市の議 となった 合の

任期間は、合併時の小田原市議会議 の

任期間ということが示されている。

の南足柄市の議 定 は 16 が、

特例法の 8 の 定は「 入する

市の議 の定 に 入される市の に

て 定する を えた をその議会の議

の定 とすることができる」としているこ

とから、「小田原市議会定 （28 ）

（南足柄市 小田原市 ）」の考え方

で、6 が として 出されている。

なお、特例法 8 4 には、この

入合併特例定 （34 内 は小田原市議

会定 28 6 ）を合併後の一

にも できるとの 定があるが、小

会では、これを「 しない」と結論 け

ている。つまり、 した定 は任期 了時

に することになる。 うまでもないが、

合併前の市議会議 が合併後も き き

任することができる、という特例法

の「 任特例」も されない。

「 市内 に関する小 会」は、 4
任意協議会で「地域 議会、地域自治

合併特例 の制度の 等に関すること」

を に された。 市 7 ずつの

14 による構成で、内 は任意協議会

のうち、 市の 市 1 、議会議

1 、自治会関係 2 、 関係

2 、 関係 1 となっている。

2017 年 3 月 15 日の小 会 1 会議

で、 体的な検討 とされたのは「合併後

における の南足柄市域の市民意見の 切

な把握 行政と同地域との間の 調整の

化を可能とする に関して、法制度上

の もしくは 市の既 の を 合

した を活 した 合の効果や につ

いて調査を行い、それらの結果を まえ、

も ましいと考えられる について検討

すること」である。「小田原市域 の に

ついて議論することを するものではな

い」とはしながらも、 に南足柄の市域にお

ける 民の 安 解 を たる 的とした

の検討を行うこととした。

以後、4 月 12 日、4 月 24 日、5 月 16 日

と 4 の会議が開 され、任意協議会

の報告内容がまとめられた。会議は 公開、

終了後に会議 要と資 が公表されている。

公表資 の報告書 によれ 、法制度上の

や 市に ある ミュ や

地域まちづくり の 等の効果や

小田原市・南足柄市による「２市合併」任意協議会の動向　17
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も検討した結果、「 の については、

地域の意見を 取し、市政に させるとい

う点では十分とは言えない」「法 度上の

では 果はいずれでも られるので、

ストが も できる」等の理由から、「法

度上の 地域審議会 を設置して、都市内

分権を する」という内 が、会議で了承

されている。

法 度上の「地域審議会」とは、市 の

合併の特例に関する法 に規定されているし

く で、「合併市 基本 画」「区域に関

する事務に関する市長からの 問事項」「そ

の他必要と認める事項」について市長に

意見 を行う、区域におかれる審議機

関である。

かに合併特例法上で定めのある、地域自

治区や合併特例区のしく では、自治の 位

となる区に市長が任 する区長と地域の事務

を る事務所を置く必要があり、そこに審議

機関の地域協議会や合併特例区協議会を設置

することとなるため、小委員会では スト面

を考 して他の選 を 除したと説明して

いる。

の 議会の

議会の

小田原市議会では、任意協議会設置に 立

つ 2016 年 6 月 28 日に、協議にかかる 問

題を調査するための「 地域の中 市のあ

り方に関する調査特別委員会」を設置した。

2016 年中に 4 回、2017 年は 5 月までに 5
回の委員会を開催して主に協議事項について

の を け調査をすすめる一方、2 月 4 日

には「中 市のあり方」を ー とした「市

議会シン ジ 」も開催し市民との意見交

を行った。

なお、2017 年 1 月 11 日の委員会では、

任意協議会第 3 回会議に向けて「南足柄市

が小田原市に編入するシミュレーション」を

提案することを決定しており、議会意 とし

ては「編入合併」での検討方針を めている。

議会の

南足柄市議会は、2016 年 月 日に「

地域の中 市のあり方に関する調査特別委

員会」を設置、2016 年中は 4 回、2017 年

は 2 月までに 3 回の委員会を開催している。

2017 年 1 月 16 日の委員会では、協議で

検討する の「合併の方式」について、「新

設合併」「編入合併」両方のシミュレーショ

ンを める発言が く出されたため、 立

決で「新設合併で 後のシミュレーションを

めるよう める」ことを 成 数で決めて

おり、議会の 数は「新設合併」による検討

の意 を示していたことが明らかである。

なお、2016 年 11 月 8 日に開催した議会

会の中で「 地域の中 市のあり方」

について市民との意見交 が行われている。

の

議会の

会

任意協議会では、小田原市と南足柄市が合

併した場合の新市の ジョン「新市ま

づくり 画」を策定するにあたり、新市のま

づくりに関する市民意向を把握するとして、

2017 年 1 月に「新市ま づくり市民

会」（以 、 市民 会 と表 。）を設置

した。

市民 会は、両市の 体 （ 業、

、 て、市民活 の 分 から）10
名と公 の 10 名 小田原市民 5 名、南足柄市

民 5 名 を加えた 20 名で構成されたが、

2016 年 に行われた市民メン ーの公 で

は、18 以上 60 で、事前説明会とす

べての 会に参加できることが条件だった。
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2017 年 1 月から 3 月にかけて 5 開

された市民 会では、グルー ー を通

て ー との意見 約されている。

2017 年 4 月 10 日の 新 サ

イト「 」には、南足柄市民 25
が「南足柄市と小田原の『合併』を考える

会」を発足したとの報 がある。そこには

「『南足柄を とか せないのか』という

いを強くして 立を めた」とのメン ーの

メントも掲 されている。

任意協議会は 5 月 30 日に 7 会議を開

し、合併に関しては、市の を「小田原

市とすること」や、 例 ・ 等の

い、また、２つの小 会が検討した議

定 や 任等の と 市内 の に

え、「新市まちづくり 」について

の協議を行っている。

さらに、合併後の 開を視野に入れた「中

核市 の 行」 「中心市と 自治体と

の新たな広域 体制」も協議 として

めて しているが、これら

の協議 は「新市まちづ

くり （ ）」とともに

議とされた。

この会議内容は本号 日

の 合上、 号以 で う予定

が、任意協議会では 2017 年

8 月を りまとめの として

いることから、 までの

り 2 の会議でもこれら重

要 の めは く。 、

8 会議は 7 月 11 日開 予定

となっている。

２市では、任意協議会が り

まとめた結果をもとに 2017 年度下半期に市

民意向を把握するとしており、それを まえ

た法定協議会の が 2018 年度に見 まれ

ている。 
なお、任意協議会が示した合併までのスケ

ジュール には、２市が合併により 2020 年

度中の中核市 行をめざすことも想定されて

いるが、特例市制度が廃止された時点の「施

行時特例市」である小田原市の 合は、経

により 2020 年 3 月 31 日までは 20
でも中核市の 定が けられるため、

合併による は中核市 行に 可 な要

ではない。

それ けに、任意協議会が想定する 約

1 の小田原市に 約 4 の南足柄

市が「 入合併」という ミュ ー ンの

は、南足柄市の「 」が となりそ

う 。

た しそれは、時の 政 による な

ではなく、市民の意向も考 された自治体

の として行われることが ましい。

自治研 ンターでは、 後も任意協議会の

動向を 視しつつ、「地方 ス 研究

会」において、 市の合併協議に関する調査

研究をすすめていく予定である。

小田原市・南足柄市による「２市合併」任意協議会の動向　19
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 編集後記

　地方自治法施行70年を控えた5月2日に複数の新聞が、高知県の大川村で「町村総会」の設

置を検討していることを報道した。「町村総会」は、町村に限り条例で｢議会をおかず、選挙権

を有するものの総会を設けることができる｣という地方自治法第94条の制度であるが、これま

での運用事例は1950年代の旧宇津木村（東京・八丈小島、現八丈町）のみであった。大川村は

人口約400人、高齢化率が約44％の自治体で、2年後に予定される村議会議員選挙の立候補者

不足が見込まれるため、村議会を廃止し町村総会を設置することを検討し始めたようである。

　1997年地方分権推進委員会の第2次勧告では、小規模町村の地方自治の一つのあり方として

条例で町村総会への移行ができることについて国が周知するよう提言をしていたが、「平成の大

合併」推進の波はそうした提言をかき消してしまった。「地方創生」に象徴されるように、とか

く中央集権的な政策の押し付けが目立つ今日、地方から動き出した取組みとして、大川村の今

後に注目していきたい。
 

（谷本有美子）

巻頭言
　5月22日「共謀罪」は、衆議院で強行的に採決され、法案は参議院に送られました。

多くの人が指摘しているように、この法律は治安維持法の再来であると感じざるを得

ません。

　生活綴方運動は、子どもたちに生活の事実を綴らせる中で、ものの見方・考え方・

感じ方・生き方を育てようとするために、1930年代以降、全国に広がっていった地域

的サークル的運動です。ここでの教育論は、第二次世界大戦後、作文教育・社会科教

育に連なるものとなっていきます。

　この運動は地域のサークル機関誌の発行もあり、全国的な教育雑誌においても大き

な紙面に取り上げられていきます。その影響力に大きな危機感を持った当時の特高警

察は、1940年代に入ると東北地方を皮切りに、「綴方の教育にことよせて、貧困と矛

盾に目覚めさせ子供たちを革命戦士に育てるための教育云々」と、この運動をフレー

ムアップします。その結果、治安維持法違反によって全国（北海道・秋田・山形・青森・

福島・岩手・茨城・東京・新潟・鳥取など）の現職小学校教員約500人が検挙される

事件となります。この事件の歴史的な検証は行われており、事実があっての弾圧とい

うよりも、事件を作り上げることが優先されていた事件であったことが戦後、証明さ

れています。教職員組合運動ではなく、教育研究サークルさえも取り締まりの対象と

なったのです。

　この事件以降、学校現場では、「撃ちてし止まん」とする戦意高揚をめざすスローガ

ン的な教育が蔓延し、「非常時の教育」「決戦体制下の教育」と、教育は「国がとった

戦時体制の一翼」をになうことになっていくのです。

　今回話題となった教育勅語の復活について言えば、勅語の本質は、国民としてでは

なく「臣民」として、すべての事柄の最優先として、「一旦緩急アレハ義勇公ニ奉シ以

テ天壤無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ」が掲げられていることにあるのです。憂慮すべき事

柄が発生すれば、「義勇」を持ってして、「皇運」に役立つことを誓っているのです。

　特定秘密法・安全保障関連法の強行成立に加えての、今回の共謀罪の成立強行を見

れば、まさに、これまで述べてきたことは、「遠い過去」ではなく、「歴史は繰り返す」

という教訓を目の当たりにさせるものです。私たち教職員は改めて、「教え子を再び戦

場に送らない」という決意を固めざるを得ないのです。
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１. 誰でも会員になれます。

２.  申込書は自治研センター事務局にあり

ます。会費は個人会員月 1,000 円、賛助会

員月 700 円のどちらかを選び、１年分を

そえてお申しこみください。

３.  詳細は自治研センター事務局

☎ 045（251）9721へご連絡ください。

１.  自治研センターの「自治研かながわ月報」

が送られます。

２.  「月刊自治研」（自治労本部自治研推進委

員会発行・Ａ５版・80 ページ程度・定価

822 円）が毎月無料で購読できます。

３.  自治研センターの資料集が活用でき、

調査研究会などに参加できます。
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巻頭言  共謀罪成立は、学校現場を直撃する!!
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